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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 9月 21日 (2007.9.21)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 座 標 入 力 面 で 指 示 さ れ た 位 置 座 標 を 検 知 し て 座 標 情 報 を 生 成 す る 座 標 入 力 装 置 で あ っ て
、
　 少 な く と も １ つ 以 上 の 指 示 具 か ら の 情 報 を 基 に 、 そ れ ぞ れ の 指 示 具 の 状 態 を 特 定 す る 第
１ の 特 定 手 段 と 、
　 座 標 指 示 に よ り 遮 蔽 さ れ た 光 の 状 態 に 基 づ い て 座 標 指 示
の 状 態 を 特 定 す る 第 ２ の 特 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 特 定 手 段 に よ っ て 特 定 さ れ た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 特 定 手 段
に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 座 標 指 示 が 前 記 第 １ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た

指 示 具 に よ る も の か も し く は 、 指 示 具 に も よ ら な い も の か を 判 定 す る 判 定 手
段 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 判 定 手 段 、 前 記 第 ２ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 座 標 指 示 が 前 記 第
１ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 何 れ か の 指 示 具 に よ る も の と 判 定 た 場 合 、
　 前 記 第 １ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 指 示 具 に よ る 事 を 示 す 情 報 を 付 加 し
て 該 座 標 指 示 に 伴 う 座 標 を 出 力 、
　 前 記 第 ２ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 座 標 指 示 が 前 記 第
１ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 何 れ の 指 示 具 に も よ ら な い と 判 定 た 場 合 、
　 前 記 第 １ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 指 示 具 が な い 事 を 示 す 情 報 を 付 加 し て 該
座 標 指 示 に 伴 う 座 標 を 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 座
標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 指 示 具 か ら の 情 報 は 、 少 な く と も 前 記 指 示 具 の 識 別 情 報 及 び タ ッ チ ダ ウ ン 状 態 を 示
す 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 ２ の 特 定 手 段 は 、 少 な く と も 第 １ 及 び 第 ２ セ ン サ ユ ニ ッ ト を 有 し 、
　 各 セ ン サ ユ ニ ッ ト は 、
　 前 記 座 標 入 力 面 に 略 平 行 に 光 を 放 射 す る 発 光 素 子 と 、
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　 前 記 光 を 再 帰 反 射 さ せ る 反 射 部 材 と 、
　 前 記 反 射 部 材 で 反 射 さ れ て 到 達 す る 光 の 強 度 分 布 を 検 出 す る 受 光 素 子 と を 具 備 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ の 特 定 手 段 は 、 前 記 指 示 具 か ら 発 信 さ れ る 信 号 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 し た 前 記 信 号 に 含 ま れ る 情 報 を 解 析 す る 解 析 手 段 と を 有 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ の 特 定 手 段 は 、 座 標 指 示 に 伴 っ て 遮 蔽 さ れ た 光 の 状 態 に 基 づ い て 該 座 標 指 示 に
伴 う タ ッ チ ダ ウ ン 状 態 を 示 す 情 報 を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 座 標 入 力
装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 第 １ 第 ２ の 特 定 手 段 の う ち い ず れ か 一 方 が 特
定 た 所 定 時 間 以 内 に の 特 定 手 段 に よ っ て 特 定 さ れ た 場 合 に 前 記 座 標
指 示 は 前 記 指 示 具 に よ っ て な さ れ た と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 座 標 入
力 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 判 定 手 段 は 、 一 旦 前 記 座 標 指 示 は 前 記 指 示 具 に よ っ て な さ れ た と 判 定 さ れ た 後 に 前
記 第 １ 第 ２ の 特 定 手 段 の う ち い ず れ か 一 方 が 前 記 状 態 を 特 定 し な く な っ た 状 態 が 所 定
の 期 間 継 続 し た 場 合 、 前 記 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 を 無 効 に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 座 標 指 示 に 伴 う 遮 光 の 比 率 の 最 大 値 が 所 定 の 閾 値 を 超 え た 場 合 に 該 座 標 指 示 を な す
指 示 具 が 入 力 面 に 対 し て タ ッ チ ダ ウ ン 状 態 で あ る と 判 断 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ６ に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 座 標 指 示 に と も な う 遮 光 の 比 率 の 最 大 値 が 所 定 の 閾 値 を 超 え て 、 か つ 該 最 大 値 の 時
間 変 化 が 所 定 の 閾 値 以 下 で あ る と き に 該 座 標 指 示 を な す 指 示 具 が 入 力 面 に 対 し て
タ ッ チ ダ ウ ン 状 態 で あ る と 判 断 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 座 標 指 示 に と も な う 遮 光 の 比 率 の 最 大 値 が 所 定 の 閾 値 を 超 え て 、 か つ 前 記 座 標 指 示
に と も な う 遮 光 の 比 率 を 入 力 面 入 射 角 度 方 向 に 積 算 し た 値 の 時 間 変 化 率 が 所 定
の 閾 値 以 下 の と き 該 座 標 指 示 を な す 指 示 具 が 入 力 面 に 対 し て タ ッ チ ダ ウ ン 状 態 で
あ る と 判 断 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 座 標 入 力 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 座 標 入 力 面 で 指 示 さ れ た 位 置 座 標 を 検 知 し て 座 標 情 報 を 生 成 す る 座 標 入 力 方 法 で あ っ て
、
　 少 な く と も １ つ 以 上 の 指 示 具 か ら の 情 報 を 基 に 、 そ れ ぞ れ の 指 示 具 の 状 態 を 特 定 す る 第
１ の 特 定 工 程 と 、
　 座 標 指 示 に よ り 遮 蔽 さ れ た 光 の 状 態 に 基 づ い て 座 標 指 示
の 状 態 を 特 定 す る 第 ２ の 特 定 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 特 定 工 程 に よ っ て 特 定 さ れ た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 特 定 工 程
に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 座 標 指 示 が 前 記 第 １ の 特 定 工 程 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た ど の
指 示 具 に よ る も の か も し く は 、 ど の 指 示 具 に も よ ら な い も の か を 判 定 す る 判 定 工 程 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 座 標 入 力 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 一 態 様 に 係 る 座 標 入 力 装 置 は 以 下 の よ う な 構 成 を 備 え る 。 即 ち 、
　 座 標 入 力 面 で 指 示 さ れ た 位 置 座 標 を 検 知 し て 座 標 情 報 を 生 成 す る 座 標 入 力 装 置 で あ っ て
、
　 少 な く と も １ つ 以 上 の 指 示 具 か ら の 情 報 を 基 に 、 そ れ ぞ れ の 指 示 具 の 状 態 を 特 定 す る 第
１ の 特 定 手 段 と 、
　 座 標 指 示 に よ り 遮 蔽 さ れ た 光 の 状 態 に 基 づ い て 座 標 指 示
の 状 態 を 特 定 す る 第 ２ の 特 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 特 定 手 段 に よ っ て 特 定 さ れ た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 特 定 手 段
に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 座 標 指 示 が 前 記 第 １ の 特 定 手 段 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た

指 示 具 に よ る も の か も し く は 、 指 示 具 に も よ ら な い も の か を 判 定 す る 判 定 手
段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 一 態 様 に 係 る 座 標 入 力 方 法 は 以 下 の よ う な 工 程 を 備 え る 。 即 ち 、
　 座 標 入 力 面 で 指 示 さ れ た 位 置 座 標 を 検 知 し て 座 標 情 報 を 生 成 す る 座 標 入 力 方 法 で あ っ て
、
　 少 な く と も １ つ 以 上 の 指 示 具 か ら の 情 報 を 基 に 、 そ れ ぞ れ の 指 示 具 の 状 態 を 特 定 す る 第
１ の 特 定 工 程 と 、
　 座 標 指 示 に よ り 遮 蔽 さ れ た 光 の 状 態 に 基 づ い て 座 標 指 示
の 状 態 を 特 定 す る 第 ２ の 特 定 工 程 と 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 特 定 工 程 に よ っ て 特 定 さ れ た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 特 定 工 程
に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た 座 標 指 示 が 前 記 第 １ の 特 定 工 程 に よ っ て 状 態 を 特 定 さ れ た ど の
指 示 具 に よ る も の か も し く は 、 ど の 指 示 具 に も よ ら な い も の か を 判 定 す る 判 定 工 程 と を 有
す る こ と を 特 徴 と す る 。
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